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: p<0.01  1%以下の危険率で有意差あり
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ヒト線維芽細胞に対する賦活作用

マリンプラセンタControl

【線維芽細胞を用いた細胞賦活試験】

食品原料マリンプラセンタ（以下「マリンプラセンタ」と表記）について、正常ヒト真皮線維芽細胞を使用した線維芽細胞
の細胞賦活作用を評価した。

【試験機関】： ( 株 ) ニコダームリサーチ（大阪市中央区）
【試験期間】： 2012 年 1 月 10日～2012 年 2 月 16日

【試験方法】
正常ヒト真皮線維芽細胞を試験試料未含有培地 (Control) もしくはマリンプラセンタ含有培地で 48 時間培養した後、培
養細胞のミトコンドリア代謝活性を、3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) 試薬
の還元量を指標にして評価した。結果は、Control 細胞のMTT 還元量を 100とした百分率で表し、Student t 検定を
用いてControl との差を評価した。

【試験結果】

【まとめ】
マリンプラセンタは、10％を超える有意な細胞賦活作用を有することが確認された。
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